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に
養
育
さ
れ
て
い
る
。

○
請
求
者
な
ど
の
所
得
額
や
年
金

等
受
給
額
が
一
定
の
学
を
超
え

て
い
る
。

対
象　

身
体
障
害
、
知
的
障
害
、

精
神
障
害
（
発
達
障
害
を
含

む
）
な
ど
で
、
一
定
の
障
害
が

あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護

す
る
父
、
も
し
く
は
母
ま
た
は

父
や
母
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て

い
る
人
。

手
当
額
（
月
額
）

　
　

５
１
，
４
５
０
円
（
一
級
）

　
　

３
４
，
２
７
０
円
（
二
級
）

※

物
価
に
よ
り
変
動
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

次
に
該
当
す
る
場
合
は
支
給
さ

れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
児
童
・
父
母
も
し
く
は
養
育
者

が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な

い
。

○
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に

入
所
し
て
い
る
。

○
児
童
が
障
害
を
事
由
と
す
る
公

的
年
金
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

○
父
母
な
ど
の
所
得
が
一
定
の
額

を
超
え
て
い
る
。

　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
対
象
は
次
の
と
お

り
で
す
。
申
請
方
法
な
ど
詳
し
い

こ
と
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
偽
り
や
そ
の
他
不
正
な
手

段
に
よ
り
手
当
を
受
け
た
と
き
に

は
、
法
令
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

対
象　

次
の
①
〜
⑨
の
条
件
に
あ

て
は
ま
る
「
18
歳
に
達
す
る
日

以
降
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

の
間
に
あ
る
児
童
（
障
害
の
あ

る
場
合
は
20
歳
未
満
の
児
童
）」

を
監
護
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、

父
ま
た
は
母
に
代
わ
っ
て
そ
の

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
。

①
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父

ま
た
は
母
と
生
活
し
て
い
な

い
。

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
。

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障

害
（
障
害
基
礎
年
金
一
級
相

当
）
の
状
態
に
あ
る
。
（
児

童
が
父
ま
た
は
母
の
障
害
年

金
の
加
算
対
象
に
な
っ
て
い

る
場
合
は
、
年
金
の
子
加
算

と
児
童
扶
養
手
当
に
よ
る
差

額
分
の
手
当
を
受
給
で
き
ま

す
）

④
父
ま
た
は
母
が
生
死
不
明

⑤
父
ま
た
は
母
に
１
年
以
上

に
わ
た
り
遺
棄
さ
れ
て
い
る
。

⑥
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か

ら
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
て

い
る
。

⑦
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上

拘
禁
中

⑧
未
婚
の
母
の
子

⑨
そ
の
他
法
令
で
定
め
る
も

の
。

手
当
額
（
月
額
）

　

※

所
得
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

　
【
全
部
支
給
】

　

１
人　
　
　

４
２
，
２
９
０
円

　

２
人
目　
　

＋
９
，
９
９
０
円

　

３
人
目
以
降
＋
５
，
９
９
０
円

　
【
一
部
支
給
】

　

１
人　
　

４
２
，
２
８
０
円
〜

　
　
　
　
　
　
　

９
，
９
８
０
円

　

２
人
目　

＋
９
，
９
８
０
円
〜

　
　
　
　
　
　
　

５
，
０
０
０
円

　

３
人
目
以
降
＋
５
，
９
８
０
円

　
　
　
　
　
　

〜
３
，
０
０
０
円

※

物
価
に
よ
り
変
動
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

次
に
該
当
す
る
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

○
児
童
・
父
母
も
し
く
は
養
育
者

が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な

い
。

○
親
族
以
外
の
男
性
ま
た
は
女
性

と
同
居
す
る
な
ど
事
実
的
な
婚

姻
関
係
が
あ
る
。

○
児
童
が
児
童
福
祉
法
に
規
定
す

る
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
。

○
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に

入
所
し
て
い
る
。

○
児
童
が
父
ま
た
は
母
の
配
偶
者

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当（
子
ど
も
育
成
課
） 

☎（
64
）7
7
1
9

特
別
児
童
扶
養
手
当（
健
康
福
祉
課
） 

☎（
64
）7
7
0
5

児
童
扶
養
手
当（
子
ど
も
育
成
課
） 

☎（
64
）7
7
1
9

特
別
児
童
扶
養
手
当（
健
康
福
祉
課
） 

☎（
64
）7
7
0
5

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
を
ご
存
知
で
す
か
？

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
を
ご
存
知
で
す
か
？

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
を
ご
存
知
で
す
か
？




